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員各位

豚流行性下痢(PED)ワクチンの円滑な供給の協力体制の見直しを踏ま

えた協力依頼について

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げ

ます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視

指導班課長ネ削左・動物衛生課保健衛生班課長補佐より通知がありましたのでお知ら

せします。

事務連絡

平成26年10月31日

公益社団法人日本動物用医薬品協会

会



各都道府県動物衛生主管課長

別記関係団体の長殿

豚流行性下痢(PED)ワクチンの円滑な供給の協力体制の見直しを踏ま

えた協力依頼について

豚流行性下痢(PED)ワクチンの供給については、「豚流行性下痢(PED)ワ

クチンの円滑な供給の協力体制の見直しについて」(平成26年10月28日付け26消安第

3736号消費・安全局畜水産安全管理課長、動物衛生課長通知)をもって、これまでの

体制を見直したところです。今後の基本的な対応については、下記のとおりとします

ので、御協力願います。

殿

農林水産省消費・安全局

畜水産安全管理課薬事監視指導班課長補佐

動物衛生課保健衛生班課長補佐

1.都道府県

(1)都道府県が把握している養豚農家の需要見込量を基に、、都道府県内の1か月

事務連絡

平成26年10月28日

ごとの需要見込量(各月中に1回目のワクチン接種を行う妊娠豚の頭数の2倍。

以下単に「需要見込量」という。)を計算し、販売事業者に速やかに情報提供す

ること。その際、販売事業者に対して、養豚農家等ヘ未販売のワクチン(以下「在

るよう依頼すること。また、養豚農家に対して、各農家の需要見込量の範囲で販

売事業者に発注するよう周知すること。

なお、当初把握していた需要見込量の範囲内で調整することが困難な場合には、

農林水産省消費・安全局動物衛生課に速やかに連絡すること。

(2)販売事業者のうちの幹事社に対して、別添様式により取りまとめるよう連絡

するとともに、報告された販売実績を農林水産省畜水産安全管理課に翌月の第2

」という。)がある場合は、その量を差し引いた数量を製造メーカーに注文す

記

週の金曜日までに報告すること。

2.販売事業者

① 1の①により都道府県から情報提供される需要見込量を参考に、 1か月ごと

の販売予定数量を決定し、その範囲内で製造メーカーに注文すること。ただ.し、

在庫がある場合は、販売予定数量からその量を差し引いた数量とすること。

(2) 製造メーカーに注文する際は、「.需要見込量の該当月

道府県ごとの内訳」を明らかにする二と。

(3) 翌月分の注文は、ワクチンの輸送や販売に要する日数を考慮して、当月の合

理的な時期に開始すること。

及び「注文数量の.都

、
、



別記関係団体

公益社団法人中央畜産会

協同組合日本飼料工業会

全国農業協同組合連合会

全国畜産農業協同組合連合会

一般社団法人日本家畜商協会

一般社団法人日本養豚協会

日本養豚事業協同組合

一般社団法人日本SPF豚協会

公益社団法人日本獣医師会

一般社団法人日本養豚開業獣医師協会

公益社団法人日本動物用医薬品協会

一般社団法人全国動物薬品器材協会

一般社団法人日本畜産副産物協会

全国精麦工業共同組合連合会

全国食肉セ・ンター協議会



新たなPEDワクチの円骨供給体制
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2 都道府県と販売事業者間の連携

〆都道府県は、販売事業者に需要見込量を提供。販売事業者は、需
要見込量を参考にして、士 を'しメーカーに

注文。

3.都道府県から養豚農家ヘの周知

〆養豚農家に対し、需要見込量の範囲内で注文するよう周知。
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購入したワクチンがある場合は、先に当該ワクチンを使用)

5 製造メーカーから販売事業者の販売

〆販売事業者からの注文を受けた製造メーカーは、農林水産省から
提供する、, ご
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6.販売事業者から養豚農家・獣医師ヘの販売

》養豚農家又は獣医師からの注文を受けた販売事業者は、霊要見込
量の範囲で販売。

7 実績の取りまとめ
^

》販売事業者は、 生。また、戸こをしと^

全とめを立フ,ネこのり こ
養

囲回

0

豚

販
売
 
1
か
月
の
需
要
見
込
量
以
内

で
販
売

注
文
指
示

に
基
づ
き
注
文

寮
方
家
が
提
供
す
る
ー
か
月
の

診
処
需
要
見
込
量
以
内
を
処
方

家

診
依
需
要
見
込
量
を
情
報
提
供
曲
辰

ー
か
月
の
需
要
見
込
量
の
注
文
を
周
知

報
告

母
豚
頭
数
需
要
見
込
量
を
報
告



豚立イ丁生拜、
平成26年10月28日

現査

妊豚に2回注射すると母豚は抗体を含んだ乳を出します。

この乳を飲むと子豚の発症を防いだり、症状を軽くすることができます

【昨年秋】

ワクチンメーカー

に増産を要請

/

1

. .)のク

【25年声】
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ワクチンの効果を十分引き出すために、

日頃力うの衛生管理(特に分娩舎に
おけるこまめな排せつ物処理や消毒
など)の徹底が重要です。
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全国の子取り用めす豚
899,700頭(平成25年2月)

【26年度】

》本年度は300万回分を製

造予定
》第1・第2四半期は193万

回分を製造
》第3四半期(10~12月)ほ

鵠 0 を製造予定
》第4四半期(1~3月)も需

給に見合った製造

》
》



平成26年10月

豚流行性下痢(PED)ワクチンの使い方

PEDワクチ,1す、妊娠豚に2回注射することで、'今娩後、ぼ孚豚
; 1こ、 1喬゛洛毛」 L.こ、

既山

ワクチンの効果を十分に引き出すために、次のこと
に注意して使いましょう。
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